
○
国
土
交
通
省
告
示
第
百
三
号

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
第
三
十
六
条
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
旅
程
管
理
研
修
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
七
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

旅
程
管
理
研
修
の
内
容
及
び
方
法
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示

１

旅
程
管
理
研
修
の
内
容
の
基
準

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
旅
程
管
理
研
修
の
内

容
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

旅
程
管
理
研
修
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
程
管
理
研
修
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

専
ら
本
邦
内
の
企
画
旅
行
に
参
加
す
る
旅
行
者
に
同
行
し
て
旅
程
管
理
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
を
対
象
と

す
る
旅
程
管
理
研
修
（
以
下
「
国
内
旅
程
管
理
研
修
」
と
い
う
。
）

別
表
上
欄
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
事
項

ロ

イ
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
を
対
象
と
す
る
旅
程
管
理
研
修
（
以
下
「
総
合
旅
程
管
理
研
修
」
と
い
う
。
）



別
表
上
欄
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

別
表
上
欄
各
号
に
掲
げ
る
事
項
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

旅
程
管
理
研
修
の
方
法
の
基
準

規
則
第
三
十
六
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
旅
程
管
理
研
修
の
方
法
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
研
修
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

特
定
の
者
を
不
当
に
差
別
的
に
取
り
扱
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

三

不
正
な
受
講
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

３

登
録
研
修
教
材
の
基
準

規
則
第
三
十
六
条
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
登
録
研
修
教
材
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

旅
程
管
理
業
務
を
行
う
者
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
習
得
さ
せ
る
の
に
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

別
表
上
欄
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
履
修
さ
せ
る
の
に
必
要
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

修
了
試
験
の
基
準

規
則
第
三
十
六
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
修
了
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
と

す
る
。



一

別
表
上
欄
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
受
講
者
の
知
識
及
び
能
力
の
習
得
が
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

修
了
試
験
の
問
題
の
作
成
、
実
施
及
び
合
否
判
定
を
厳
正
か
つ
公
正
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

修
了
証
明
書
は
別
添
様
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
表

事

項

時

間

１

旅
行
業
法
及
び
旅
行
業
約
款
に
関
す
る
科
目

三
時
間
以
上

一

旅
行
業
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
つ
い
て
の
知
識

二

旅
行
業
約
款
に
関
す
る
知
識

２

旅
程
管
理
業
務
に
関
す
る
科
目
（
基
礎
・
国
内
旅
程
管
理
業
務
関
係
）

十
三
時
間
以
上

一

旅
程
管
理
業
務
を
行
う
者
の
責
務
と
役
割

二

旅
行
開
始
前
及
び
旅
行
終
了
後
の
業
務
に
関
す
る
知
識

三

集
合
時
刻
及
び
集
合
場
所
の
設
定
及
び
指
示
に
関
す
る
知
識



四

旅
行
者
の
移
動
の
円
滑
化
に
関
す
る
知
識

五

旅
行
に
関
す
る
保
険
の
手
続
に
関
す
る
実
務
処
理
の
能
力

六

本
邦
内
の
運
送
機
関
及
び
宿
泊
施
設
に
関
す
る
知
識

七

本
邦
内
に
お
け
る
安
全
対
策
及
び
事
故
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
実
務
処
理
の
能
力

八

そ
の
他
本
邦
内
の
企
画
旅
行
に
係
る
旅
程
管
理
業
務
に
関
す
る
実
務
処
理
の
能
力

３

旅
程
管
理
業
務
に
関
す
る
科
目
（
海
外
旅
程
管
理
業
務
関
係
）

八
時
間
以
上

一

本
邦
外
の
運
送
機
関
及
び
宿
泊
施
設
に
関
す
る
知
識

二

本
邦
外
に
お
け
る
安
全
対
策
及
び
事
故
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る
実
務
処
理
の
能
力

三

本
邦
及
び
主
要
国
に
お
け
る
出
入
国
に
必
要
な
手
続
に
関
す
る
実
務
処
理
の
能
力

四

主
要
国
の
現
地
事
情
に
関
す
る
知
識

五

本
邦
外
の
旅
行
に
関
す
る
旅
程
管
理
業
務
に
必
要
な
語
学
に
関
す
る
能
力

六

そ
の
他
本
邦
外
の
企
画
旅
行
に
係
る
旅
程
管
理
業
務
に
関
す
る
実
務
処
理
の
能
力

備
考国

内
旅
程
管
理
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
総
合
旅
程
管
理
研
修
を
受
講
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
申



請
に
よ
り
、
こ
の
表
の
上
欄
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
課
程
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


